
令和 ５ 年度分 

【宮城県私立高等学校等 就学支援補助金（上乗せ補助）】 

 

●令和３年度から、宮城県独自の施策で 「高等学校等 就学支援金制度」 と連動し、授業料を 『宮城県』 が、

さらに補助するものです。 

●この補助は、宮城県内の私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に

寄与するための事業となります。 

 

 

 １．認定条件  

①高等学校等 就学支援金の受給資格者 （９，９００円 （月額） 認定者） であること。 

②生徒および保護者等が、宮城県内に住所を有していること。 

③就学支援金の算定基準額が、保護者等合算  １５４，５００円以上 １６７，１００円未満  であること。 

 

  【※年収 目安 として】  年収約５９０万円相当 ～ 年収約６２０万円相当     〔下方イラスト参照〕 

 

 

 ２．補助額  

９，９００円（月額） 

（就学支援金 ９，９００円 + 上乗せ補助（本制度） ９，９００円 ＝ １９，８００円（月額）） 

 

 ３．対象外となるケース  

就学支援金 ９，９００円 （月額） 認定者のうち、『保護者等のうち一方、または全員が国外居住等』 の

場合、算定基準額にかかわらず補助対象外となります。 

（保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められるかの判断ができないため。） 

 

 ４．対象期間  

当年度分（４月～３月までの各月） 

 

 ５．認定までの流れ  

①本校が就学支援金の結果を用いて、宮城県へ申請。 

②宮城県からの申請結果をもとに認定となった生徒および保護者の方へ、本校から通知。 （時期未定） 

 

 ６．支給方法  

認定生徒および保護者の方へ通知書とあわせて、別途お知らせいたします。 （時期未定） 

 

 ７．注意事項  

【令和 ５ 年度分について】 

●就学支援金  令和 5年 4月分～6月分  は、令和 3年 1月～令和 3年 12月分 の所得（保護

者合算）が基準。 

●就学支援金  令和 5年 7月分～  は、令和 4年１月～令和 4年１２月分 の所得（保護者合算）

が基準。 

担当：事務室  萱場 

TEL：022‐286‐3557 
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